
住宅性能評価 （長期使用構造等確認を含む。）
令和７年４月１日

　

適用

住宅性能表業務の手数料については、以下のとおりです。（令和４年１０月１日から適用）

１

　

評価業務規程第５章の料金は、次のとおり別表第１から別表第１８までに定めたとおり

　

とする。

　

（１）

　

計画変更の場合 （技術的審査を伴う軽微な変更を含む。） は、関係する区分に係る

　

評価料金を半額にします。なお、技術的審査を伴わない変更（戸建住宅）及び第２５条

　

の軽微な変更の料金は、１住戸当たり６，０００円（税込み） とします。
２

　

この別表に記載していない料金については、申請者と株式会社広島建築住宅センター

　

が協議して決める。

住宅性能評価（長期使用構造等確認を含む。）

住宅性能表業務の手数料については、 以下のとおりです。（令和４年１０月１日から適用）

１

　

評価業務規程第５章の料金は、次のとおり別表第１から別表第１８までに定めたとおり

　

とする。

　

（１）

　

計画変更の場合（技術的審査を伴う軽微な変更を含む。）は、関係する区分に係る

　

評価料金を半額にします。なお、技術的審査を伴わない変更（戸建住宅）及び第２５条

　

の軽微な変更の料金は、 １住戸当たり５，０００円 （税込み） とします。
２

　

この別表に記載していない料金については、申請者と株式会社広島建築住宅センター
が協議して決める，

別表第１

　

設計住宅性能評価料金姥、須評価事項のみ）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００ボ以下 ６６，０００

２００ボ超 ７６，０００

共
同
住
宅
等

５００１ｄ以下 ６４，０００十Ｄ４×１４，０００

５００１ｄ超～１，０００ボ以下 Ｐ×２２，０００十６４，０００十］Ｍ×１４，０００

１，０００ボ超～２，０００ボ以下 Ｐ×２２，０００十６４，０００十］Ｍ×１４，０００

２，０００１ｄ超～１０，０００ボ以下 Ｐ×２２，０００十ＩＳ０，０００十］Ｍ×１４，０００

１０，０００Ｉｄ超～５０，０００が以下 ＰＸ２２，０００十３４２，０００十ルＩＸ１２，０００

５０，０００ｍ乾超 Ｐ×２２，０００十Ｓ０２，０００十］Ｍ×１２，０００

※

　

Ｐは延床面積から５００群減じた数値を５００１ｄで除した数値、Ｍは評価対象住戸数

　

とする。

※

　

１，０００円未満の端数は切捨てとする。
※

　

戸建住宅の長期使用構造等確認を設計住宅性能評価と一体申請する場合の料金は、

　

「長期使用構造等確認」料金を、１０，０００円 （税込） で実施します。（長期使用構造等確

認

　

料金表

　

参照）

別表第１

　

設計住宅性能評価料金姥、須評価事項のみ）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００ボ以内 ６３，０００

２００司を超えるもの ７３，０００

共
同
住
宅
等

５００Ｉｄ以内 ６１，０００十］Ｍ×１３，０００

５００可を超え１，０００ボ以内 Ｐ×２０，０００十６１，０００月Ｍ×１３，０００

１，ｏｏｏ１ｄを超え２，０００話以内 ＰＸ２０，０００十６１，０００十］班Ｘ１３，０００

２，０００ゴを超え１０，０００ゴ以内 Ｐ×２０，０００十１７３，０００十］Ｍ×１３，０００

１０，ｏｏｏ１ｄを超え５０，０００ボ以内 Ｐ×２０，０００十３２６，０００十〕Ｍ×１２，０００

５０，０００頭を超えるもの Ｐ×２０，０００十７６４，０００十］Ｍ×１２，０００

※

　

Ｐは延床面積から５００１ｄ減じた数値を５００ゴで除した数値、Ｍは評価対象住戸数
とする。

※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。
※

　

戸建住宅の長期使用構造等確認を設計住宅性能評価と一体申請する場合の「長期使用
構造等確認」料金は、８，０００円（税込）で実施します。



別表第２

　

設計住宅性能評価料金（性能表示事項の全て又は共同住宅等の長期使用構造等確

認との一体申請の場合）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００ボ以下 ７８，０００

２００Ｉｄ超 ８８，０００

共
同
住
宅
等

５００ｎｆ以下 ６４，０００十Ｄｄ×１５ＤＯＯ

５００１ｄ超～１，ｏｏｏ１ｄ以下 Ｐ×２２，０００十６４，０００十Ｍ×１５，０００

１，０００ボ超～２，０００話以下 Ｐ×２２，０００十６４，０００十Ｍ×１５，０００

２，０００ボ超～１０，０００ボ以下 Ｐ×２２，０００十２４６，０００十Ｍ×１５，０００

１０，０００Ｉｄ超～５０，０００話以下 Ｐ×２２，０００十５５６，０００十ＭＸ１４，０００

５０，００ｏｎｆ超 Ｐ×２２，０００十１，０１６，０００十ＭＸ１４，０００

※

　

選択表示項目を１以上追加する場合に適用する（別表第５に同じ）。
※

　

Ｐは延床面積から５００１ｄ減じた数値を５００１ｄで除した数値、Ｍは評価対象住戸数

とする。
※

　

１，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第２

　

設計住宅性能評価料金ぐ性能表示‐事項の全て又は共同住宅等の長期使用構造等確

認との一体申請の場合）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２ｏｏｎｆ以内 ７４，０００

２００Ｉｄを超えるもの ８４，０００

共
同

▼住

葦

５００１ｄ以内 ６１’○００十ＤＱＸ１４，００〇

５００一を超え１，０００可以内 Ｐ×２０，０００十６１，０００十］Ｍ×１４，０００

１，ｏｏｏＩｄを超え２，０００１ｄ以内 Ｐ×２０，０００十６１，０００十］ＭＸ１４，０００

２，０００Ｉｄをノ超え１０，ｏｏｏ１ｄ以内 Ｐ×２０，０００十２３４，０００十Ｍ×１４，０００

１０，０００１ｄを超え５０，０００１ｄ以内 Ｐ×２０，０００十５３０，０００十Ｍ×１３，０００

５０，ｏｏｏ１ｄを超えるもの Ｐ×２０，０００十９６８，０００十】Ｍ×１３，０００

※

　

選択表示項目を１以上追加する場拾に適用する（別表第５に同じ）。
※

　

Ｐは延床面積から５００１ｄ減じた数値を５００出で除した数値、Ｍは評価対象住戸数
とする。

※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第３

　

第３４条第１号の申請（確認審査）と同時になされる設計住宅性能評価の料金の

減算額

（単位：円、消費税込）

棚ｒ」 床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料金の減算額

　

戸
か

　

建

　

て

　

の
住

２００ボ以下 ９，０００

２００１ｄ超 ｌｏ，０００

共
同
住
宅
等

５００Ｉｄ以下 ７’０００

５００１ｄ超～１，０００ボ以下 ８，０００

１，０００１ｄ超～２，０００１ｄ以下 １３，０００

２，０００１ｄ超～１０，０００ボ以下 ３９，０００

１０，０００ボ超～５０，０００ボ以下 ６２，０００

５０，００ｏｎｒ超 １３２，０００

別表第３

　

第３４条第１号の申請と同時になされる設計住宅性能評価の料金の減算額

（単位：円、消費税込）

種別 床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料金の減算額

　

Ｆ
ｈ

　

建

　

て

　

の
住

２００Ｄｆ以内
８，０００

（５，０００）

２００１ｄを超えるもの
９，０００

（７，０００）

共
同
住
宅
等

５００１ｄ以内 ６，０００

５００１ｄを超え１，００ｏｎｆ以内 ７’０００

１，０００１ｄを超え２，０００ボ以内 １２，０００

２，ｏｏｏ１ｄを超え１０，００ｏｎｆ以内 ３６，０００

１０，０００Ｉｄを超え５０，００ｏｎｆ以内 ５７，０００

５０，００ｏｎｆを超えるもの １２２，０００

※

　

（

　

）内は住宅型式性能認定又は認証型式住宅部分等製造者の場拾を示す。



別表第４

　

建設住宅性能評価料金 密、須評価事項のみ）

別表第６（単位：円、消費税込）

床面積の合計 料金の額

戸
建
住
宅

２００ボ以下 ９８，０００

２００ｍ２ノ切巴 １ｌｏ，０００

共
同
住
宅
等

５００１ｄ以下 Ｎ×６８，０００十Ｍ×１５，０００

５００１ｄ超～１，００ｏｍ以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十６８，ｏｏｏ）＋Ｍ×１５，ｏｏｏ

１，０００ボ超～２，０００１ｄ以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十６８，ｏｏｏ）＋Ｍ×１５，ｏｏｏ

２，０００Ｉｄ超～１０，０００頭以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十２２０，ｏｏｏ）＋Ｍｘｌｌ，２００

１０，０００ボ超～５０，０００ボ以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十３３０，ｏｏｏ）＋Ｍ×７，６００

５０，０００ボ超 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十４４０，ｏｏｏ）＋Ｍ×７，６００

※

　

Ｐは延床面積から５００ボ減じた数値を５００話で除した数値、Ｍは評価対象住戸数、

　

Ｎは検査を行った回数とする。
※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。

既存の戸建住宅の建設住宅性能評価料金（第２０条に係る長期使用構造等確認

を含む。）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

設
誓

　

島
規‐藁
ム

　

ー七口
口

　

が

１００１ｄ以内 ５３，０００

１００１ｄを超え２００嘘以内 ６２，０００

２００ボを超え５００Ｄｆ以内 ７５，０００

５００ポを超えるもの Ｐ×５０，３００十７５，０００

　

ニ設

　

誓
い

　

島
±貝

　

藁
Ａ

　

二脊
口

　

が

ｌｏｏ１ｄ以内 ７１’０００

１００１ｄを超え２００逓以内 ８２，０００

２００１ｄを超え５００１ｄ以内 ｌｏｌ’０００

５００ｎｆを超えるもの Ｐｘ６７，０００十１０１，０００

※

　

Ｐは延床面積から５００ボ減じた数値を５００１ｄで除した数値とする。

※

　

必須項目以外（例：白蟻被害等）は、別途見積もりにより加算する。
※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第７

　

第３４条（２）の申請と同時になされる建設住宅性能評価の料金の減算額

（単位：円、消費税込）

榔１」 床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料金の減算額

鱗
２００１ｄ以内

９，０００

（７，０００）

２００遁を超えるもの
１０’０００

（７，０００）

共
同
住
宅
等

５００Ｉｄ以内 ２０，０００

５００ゴを超え１，ｏｏｏ１ｄ以内 ３０，０００

１，０００Ｉｄを超え２，００ｏｎｆ以内 ３４，０００

２，ｏｏｏ１ｄを超え１０，０００１ｄ以内 ６３，０００

１０，ｏｏｏＩｄを超え５０，ｏｏｏＩｄ以内 １１７’０００

５０，ｏｏｏ１ｄを超えるもの ２３８，０００

※

　

（

　

）内は住宅型式性能認定又は認証型式住宅部分等製造者認証の場合を示す。

別表第５

　

建設住宅性能評価料金（性能表示事項の全て）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００ボ以下 １００，０００

２００ｎｆ超 １１０，０００

共
同
住
宅
等

５００Ｉｄ以下 Ｎ×６８，０００十ハ４×１６，３００

５００１ｄ超～１，０００ボ以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十６８，ｏｏｏ）＋Ｍ×１６，３００

１，０００Ｉｄ超～２，０００話以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十６Ｓ，０００）十Ｍ×１６，３００

２，０００Ｉｄ超～１０，０００ボ以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十２２０，ｏｏｏ）＋Ｍ×１２，６００

１０，０００Ｉｄ超～５０，０００ボ以下 Ｎｘ（Ｐ×５，６００十３３０，０００）十ＭＸＳ，６００

５０，０００１ｄ超 Ｎｘ（Ｐｘ５，６００十４４０，０００）＋ＭＸＳ，６００

※

　

選択表示項目を１以上追加する場合に適用する （別表第２に同じ）。
※

　

Ｐは延床面積から５００１ｄ減じた数値を５００ボで除した数値、Ｍは評価対象住戸数、

　

Ｎは検査を行った回数とする。
※

　

１，０００円未満の端数は切捨てとする。



別表第６ 既存の戸建住宅の建設住宅性能評価料金（第２０条に係る長期使用構造等確認
を含む。）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

　

ヨ亘」文」

　

旨一千

　

齢
士旦

　

畳製
△

　

音
口

　

が

ｌｏｏボ以下 ５８，０００

１００ボ超～２００１ｄ以下 ６８，０００

２００Ｉｄ超～５００１ｄ以下 ８３，０００

５００１ｄ超 Ｐｘ５５，０００十Ｓ３，０００

　

ニえ裂ル

　

－許
し、］
±且

　

－粟△ ；萱【
口

　

が

ｌｏｏボ以下 ７８，０００

１００Ｉｄ超～２００Ｉｄ以下 ９０，０００

２００１ｄ超～５００Ｉｄ以下 １１１，０００

５００ｎｆを超 Ｐｘ７４，０００十１１１，０００

※

　

Ｐは延床面積から５００１ｄ減じた数値を５００１ｄで除した数値とする。
※

　

必須項目以外（例：白蟻被害等） は、別途見積もりにより加算する。
※

　

１，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第４

　

建設住宅性能評価料金 鰹、須評価事項のみ）

（単位：円、消費税込）
床面積の合計 料金の額

戸
建
住
宅

２００ｎｆ以内 ９４，０００

２００１ｄを超えるもの １０５，０００

共
同
住
宅
等

５００１ｄ以内 Ｎ×６４，０００十】Ｍ×１２，６００

５００１ｄを超え１，０００１ｄ以内 ＮＸ企×５，２００十６４，０００）十Ｍ×１２，６００

１，０００ゴを超え２，０００１ｄ以内 Ｎｘ（Ｐ×５，２００十６４，０００）十Ｍ×１２，６ｏｏ

２，０００頭を超え１０，ｏｏｏｄ以内 ＮＸＯＰｘ５，２００十２１０，ｏｏｏ）＋Ｍｘ９，４００

エ０，ｏｏｏＩｄを超え５０，０００〆以内 ＮＸ企×５，２００十３１４，０００）十Ｍ×６，３００

５０，ｏｏｏ１ｄを超えるもの ＮＸ企×５，２００十４１９，０００）十Ｍ×６，３００

※

　

Ｐは延床面積から５００１ｄ減じた数値を５００ｎｆで除した数値、Ｍは評価対象住戸数、
Ｎは検査を行った回数とする。

※

　

工，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第７ 第３４条第２号の申請（確認検査） と同時になされる建設住宅性能評価の料金の
減算額

（単位：円、消費税込）

種別 床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料金の減算額

飼
２００ボ以下 ｌｏ，０００

２００Ｉｄ超 １１，０００

共
同
住
宅
等

５００ゴ以下 ２２，０００

５００ボ超～１，００ＯＤｆ以下 ３３，０００

１，０００ボ超～２，０００１ｄ以下 ３７，０００

２，０００１ｄ超～１０，０００Ｉｄ以下 ６９，０００

１０，０００１ｄ超～５０，０００話以下 １２８，０００

５０，０００請超 ２６０，０００

別表第５

　

建設住宅性能評価料金（性能表示事項の全て）

（単位：円、消費税込）
床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
ゥ－

２００可以内 ９４，０００

２００ｎｆを超えるもの １０５，０００

共
同
住
宅
等

５００司以内 Ｎ×６４フｏｏｏ＋］Ｍｘ１３，６００

５００司を超え１，０００Ｉｄ以内 ＮＸＱ×５，２００十６４，ｏｏｏ）＋Ｍ×１３，６００

１，０００１ｄを超え２，０００涜以内 ＮＸ企×５，２００十６４，０００）十Ｍ×１３，６００

２，００ｏｚｄを超え１０，ｏｏｏｍ以内 ＮＸ（Ｐ×５，２００十２１０，０００）＋Ｍ×１０，５ｏｏ

１０，００ＯＤｆを超え５０，０００１ｄ以内 ＮＸ企×５，２００十３１４，０００）十Ｍ×７，３００

５０，００ｏｎｆを超えるもの ＮＸ企×５，２００十４１９，０００）十Ｍ×７，３００ＮＸ企×５，２００十４１９，０００）十Ｍ×７，３００

※

　

選択表示項目を１以上追加する場影割こ適用する

　

御Ｊ表第２に同じ）。
※

　

Ｐは延床面積から５００雷減じた数値を５００１ｄで除した数値、Ｍは評価対象住戸数、

　

Ｎは検査を行った回数とする。
※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。



別表第８

　

他者が設計住宅性能評価を行った場合の料金加算額 密、須評価事項のみ）
別表第８

　

他者が設計住宅性能評価を行った場合の料金加算額 叱、須評価事項のみ）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００Ｉｄ以内 ２１，０００

２００ｎｆを超えるもの ２１，０００

共
同
住
宅
等

５００１ｄ以内 ２６，０００＋△α×８，４００

５００ｎｆを超え１，ｏｏｏｄ以内 ３２，０００十Ｍ×８，４００

１，０００１ｄを超え２，０００ゴ以内 ４５，０００＋△江×８，４００

２，０００１ｄを超え１０，０００１ｄ以内 １２７，０００十ＩＭ×８７４００

１０，００ｏｎｒを超え５０，００ＯＤｆ以内 ２０１，０００十公江×７，３００

５０，０００ばを超えるもの ４１２’０００＋△４×６，３００

※

　

Ｍは評価対象住戸数とする。
※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００ボ以下 ４０，０００

２００ボ超 ４０，０００

共
同
住
宅
等

５００Ｉｄ以下 ３９，０００十Ｄｄｘ１２，６００

５００１ｄ超～１，０００話以下 ４８，０００十卦江×１２，６００

１，００ｏｎｆ超～２，０００１ｄ以下 ６９，００○＋ＤＡ×１２，６００

２，０００ボ超～１０，０００話以下 １９０，０００十八瓜×１２，６００

１０，０００Ｉｄ超～５０，０００ボ以下 ３０２，０００十］ＭＸＩ１，０００

５０，００ｏｎｆ超 ６１８，０００十Ｄｄ×９，５００

※

　

Ｍは評価対象住戸数とする。
※

　

１，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第９

　

他者が設計住宅性能評価を行った場拾の料金加算額（性能表示事項の全て）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積－

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００ｏｆ以下 ４０，０００

２００Ｉｄ超 ４０，０００

共
同
住
宅
等

５００Ｉｄ以下 ３９，０００十Ｄｑ×１４，１００

５００１ｄ超～１，０００１ｄ以下 ４８，０００十Ｄｄ×１４，１００

１，０００ボ超～２，０００１ｄ以下 ６Ｓ，０００十Ｄｑ×１４，１００

２，０００ボ超～１０，０００話以下 １９０，００○＋Ｄｄｘ１４，１０〇

１０，０００１ｄ超～５０，０００１ｄ以下 ３０２，０００十］Ｍ×１２，６００

５０，０００Ｉｄ超 ６１８ＱＯＯ十ハ江×１１，００〇

※

　

Ｍは評価対象住戸数とする。
※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。

別表第９

　

他者が設計住宅性能評価を行った場恰の料金加算額（性能表示事項の全て）

（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計 料

　

金

　

の

　

額

戸
建
住
宅

２００Ｉｄ以内 ２１，０００

２００Ｉｄを超えるもの ２１，０００

共
同
住
宅
等

５００１ｄ以内 ２６，０００十公江×９，４００

５００１ｄを超え１，０００ボ以内 ３２，０００＋△江×９，４００

１，０００Ｉｄを超え２，０００ 以内 ４５，０００十Ｄ江×９，４００

２，０００１ｄを超え１０，０００１ｄ以内 １２７，０００十１Ｍ×９，４００

１０，０００ボを超え５０，０００１ｄ以内 ２０１，０００十ＮＩ×８，４００

５０，ｏｏｏｄを超えるもの ４１２，０００十ＤＡ×７，３００

※

　

Ｍは評価対象住戸数とする。
※ １，０００円未満の端数は切捨てとする。

にＪＵ



別表第１０

　　

第３４条（３） 地方公共団体等が行う場鳥合の減算額

条

　　　　　　　

件 料

　

金

　

の

　

額

同一建物 （形態、構造） を２棟以上

同時申請

１棟は通常の料金とし２棟目以上は

半額とする。

別表第１０

　　

第３４条（３） 地方公共団体等が行う場合の減算額

条

　　　　　　

件 料

　

金

　

の

　

額

同一建物（形態、構造）を２棟以上

同時申請

１棟は通常の料金とし２棟目以上は

半額とする。

別表第１１

　　

第３４条（４） 認証型式住宅部分等製造者認証の場合の減算額
別表第１１

　　

第３４条（４） 住宅型式性能認定・認証型式住宅部分等製造者認証の（単位：円、消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計
料

　

金

　

の

　

額

設計ｉ全能評価 建設性能評価

戸
建
住
宅

２００１ｄ以下 １８，０００ ３１，０００

２００Ｉｄ超 ２１，０００ ３４．０００

場合の減算額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円、 消費税込）

床

　

面

　

積

　

の

　

合

　

計
料

　

金

　

の

　

額

設計性能評価 建設性能評価

戸
建
住
宅

２００１ｄ以内 １６，０００ ２８，０００

２０ｏｄを超えるもの １９，０００ ３１，０００

別表第１２

　

室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合の料金加算額 別表第１２

　

室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合の料金加算額

〈簡易測定法 （測定バッジ）〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円、 消費税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜簡易測定法 （測定バッジ）〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円、 消費税込）

住戸数（近接地で同時期に

測定可能な場拾）

ホノレムアノレデヒドのみ

　

（１住戸当り）

ホルムアノレデヒド・トルエン・キシレ

　

ン・エチルベンゼン．スチレン

　　　

（１住戸当り）

Ｉ ２９， ０００ ４０， ０００

２～５ ２３， ０００ ３４， ０００

６～８ ２０，

　

０

　

０

　

０ ３０， ０００

９・１０ １８， ０００ ２

　

８， ０００

１工～ １７’

　

０

　

０

　

０ ２

　

６， ０００

住戸数（近接地で同時期に

測定可能な場合）

ホルムアルデヒドのみ

　

（１住戸当り）

ホノレムアノレブーヒド．トノレエン・キシレ

　

ン・エチルベンゼン・スチレン

　　　

（１住戸当り）

Ｉ ３

　

５， ０００ ４８，

　

０００

２～５ ２８，

　

０００ ４１， ０００

６～８ ２４， ０００ ３６， ０００

９・１０ ２

　

２， ０００ ３４， ０００

１１～ ２０， ０００ ３２， ０００

〈標準測定法 （空気採取法）〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円、 消費税込）

測定する化学物質 空気採取料金以外の料金

　　

（１住戸当り）

空気採取料金

（１住戸当り）

ホルムアノレデヒドのみ ８

　

９，

　

００

　

０ 別途見積り

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレ

　

ン・エチルベンゼン・スチレン
１３６， ０００ 別途見積り

〈標準測定法（空気採取法）〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円、消費税込）

測定する化学物質 空気採取料金以外の料金

　　

（１住戸当り）

空気採取料金
（１住戸当り）

ホノレムアノレデヒドのみ 別途見積り 別途見積り

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレ

　

ン・エチルベンゼン．スチレン
別途見積り 別途見積り

ハｈｖ

ハｈｖ



別表第１３

　

遠隔地の場合の建設住宅性能評価料金の加算額（１日当り）別表第１３

　

遠隔地の場拾の建設住宅性能評価料金の加算額（１日当り）
（単位：円、キ肖費税込）

室内空気中の化学物質の

濃度等の測定について
料金加算額

共同住宅の所在地が業務を

行なう事務所の所在地

から直線距離で５０ｋｍを

超え１００脚未満の地域

に存する場合

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行わない場合
８， ０００

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行う場拾 １７， ０００

共同住宅の所在地が業務を

行なう事務所の所在地

から直線距離で１００ｌｍ

を越える地域に存する

船

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行わない場合
１７’

　

０００

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行う場合 ３４， ０００

（単位：円、消費税込）

室内空気中の化学物質の

濃度等の測定について
料金加算額

共同住宅の所在地が業務を

行なう事務所の所在地

から直線距離で５０如を

超えｌｏｏｋｍ未満の地域

に存する場合

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行わない場合
ｌ

　

ｏ’

　

０００

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行う場合 ２０， ０００

共同住宅の所在地が業務を

行なう事務所の所在地

から直線距離で１００鯉

を越える地域に存する

場合

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行わない場合
２０， ０００

室内空気中の化学物質

の濃度等の測定を行う場合 ４１， ０００

別表第１４

　

建設住宅性能評価の解除の場鳥合の評価料金の返還

　　　

（イ）欄

契約の解除を行った時期

　　

（口）欄

当該申請手数料に乗ずる率

建設住宅性能評価の申請を乙が受理した日から

第１回の現場審査の前日まで
０．９５

第１回の現場審査を実施した日から第２回の

現場審査の前日まで
０・７

第２回の現場審査を実施した日から第３回の

現場審査の前日まで
０，４５

第３回の現場審査を実施した日から第４回の

現場審査の前日まで
０．２

第４回の現場審査を実施した日以降
０．０（返還しない）

別表第１４

　

建設住宅性能評価の解除の場合の評価料金の返還

　　　

（イ）欄

契約の解除を行った時期

　　

（口）欄

当該申請手数料に乗ずる率

建設住宅性能評価の申請を乙が受理した日から

第１回の現場審査の前日まで
０．９５

第１回の現場審査を実施した日から第２回の

現場審査の前日まで
０・７

第２回の現場審査を実施した日から第３回の

現場審査の前日まで
０．４５

第３回の現場審査を実施した日から第４回の

現場審査の前日まで
０．２

第４回の現場審査を実施した日以降
０．０（返還しない）

別表第１５

　

住宅性能評価書の再交付を行う場合の料金

（単位：円、消費税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別表第１５

　

住宅性能評価書の再交付を行う場拾の料金

再

　

交

　

付

　

料

　

金

　　　　　　　　　

１

　　　　　

料

　　　

金

評価書１通につき

　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

６， ｏｏｏ

（単位：円、消費税込）

再

　

交

　

付

　

料

　

金

　　　　　　　　　

１

　　　　　

料

　　　

金

評価書１通につき

　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　

５， ５００



長期優良住宅技術的審査 （長期使用構造等確認）
令和７年４月１日

　

適用

長期使用構造等確認申請（第８条に係るものに限る。）に係る料金（以下「確認料金」
という。） は、 次のとおりとする。

（１） 別表１６と別表１７の合計額が、確認料金です。
（２） 戸建住宅（併用住宅含む。）を性能評価と一体で申請する場合は、確認料金は１０，０００

　

円 （税込）で実施します。
（３） 構造計算が必要な建築確認申請と併願申請する場合は、耐震性に係る区分の確認料

金を半額にします。
（４） 型式住宅部分等製造者認証を受けたものの確認料金は半額にします。
（５） 増改築又は既存に係る確認料金は、別表１８によります。
（６）

　

計画変更の場合 （技術的審査を伴う軽微変更該当証明を含む。） は、関係する区分

　

に係る確認料金を半額にします。 なお、技術的審査を伴わない変更確認 （戸建住宅）

　

料金は、１住戸当たり６，０００円 （税込み）とします。（軽微変更該当証明を含む。）

（７） 再交付料金は、１通につき３，０００円 （税込み）とします。
（８） 上記以外の確認料金は、申請者と当機関が協議して決めます。
別表第１６

　

耐震性の区分に係る確認料金

　　　　　　　　　　　

（単位：円、消費税込）

住棟の延べ面積 料金の額（円）

戸建住宅（併用住宅を含む。） ２１，０００

共

　

同

　

住

　

宅

　

等

５ｏｏＩｄ以下 ６３，０００

５００Ｉｄ超～１，０００Ｉｄ以下 １２２，０００

１，０００ボ超～３，０００１ｄ以下 ２５６，０００

３，００ＯＤｆ超～５，０００Ｉｄ以下 ４７９，０００

５，０００Ｉｄ超～１０，ｏｏｏｄ以下 ９５０，０００

１０，０００１ｄ超～２０，００ｏｎｆ以下 １，７４５，０００

２０，０００ 超～３０，０００Ｉｄ以下 ２，６３２，０００

３０，０００ボ超え ３，２４２，０００

別表第１７

　

耐震性以外の区分に係る確認料金

　　　　　　　　　　

（単位：円、消費税込）

確認対象戸数（Ｍ） 料金の額（円）

戸建住宅（併用住宅を含む。） ４６，０００

共

　

同

　

住

　

宅

　

等

１０戸以下 ３４，０００十１９，００ＯＸ （Ｍ‐１）

１１戸以上

　

１００戸以下 １９３，０００十９，１００× （Ｍ‐１０）

１０１戸以上

　

２００戸以下 ９１５，０００十Ｓ，７００× （Ｍ‐１００）

２０１戸以上

　

３００戸以下 １，６７４，０００十Ｓ，３００× （Ｍ‐２００）

３０１戸以上

　

４００戸以下 ２，３８９，０００十６，２００× （Ｍ‐３００）

※

　

１，０００円未満の端数は切捨てです。
※

　

４０１戸以上は、 見積もりによります。

長期優良住宅技術的審査 （長期使用構造等確認）

　　　　　　　　　

長期使用構造等確認申請（第８条に係るものに限る。）に係る料金（以下「確認料金」と

１

　

い≧響暮署 豊髪 ム、－－脚．

　　　　　　　　　

（３） 構造計算が必要な建築確認申請と併願申請する場合は、耐震性に係る区分の確認料
１

　　　　　　　　　　　　

金を半額にします。

　　　　　　　　　

◎

　

住宅型式性能認定・型式住宅部分等製造者認証等を受けたものの確認料金は半額に

１

　　　　　　　

します。

　　　　　　　　　

（６） 増改築に係る確認料金は、別表工８によります。
（６）

　

計画変更の場合（技術的審査を伴う軽微変更該当証明を含む。）は、関係する区分

　

に係る確認料金を半額にします。なお、技術的審査を伴わない変更確認 （戸建住宅）

料金は、１住戸当たり６，０００円（税込み）とします。（軽微変更該当証明を含む。）

（７） 再交付料金は、１通につき２，２００円（税込み）とします。
（８） 上記以外の確認料金は、申請者と当機関が協議して決めます。

別表第１６

　

耐震性の区分に係る確認料金

　　　　　　　　　　　

（単位：円、消費税込）

住棟の延べ面積 料金の額（円）

戸建住宅（併用住宅を含む。） １９，０００

共

　

同

　

住

　

宅

　

等

５００１ｄ以内 ５７，０００

５００可超え

　　

１，００ｏｎｆ以内 １１１’０００

１，０００１ｄ超え

　

３，０ｏｏ１ｄ以内 ２３３，０００

３，０ｏｏ１ｄ超え

　

５，００ｏｍ以内 ４３５一０００

５，０００１ｄ超え

　

１０，０００１ｄ以内 ８６４，０００

１０，００ｏｄ超え

　

２０，０００１ｄ以内 １，５８６′０００

２０，０００１ｄ超え

　

３０，０００ポ以内 ２，３９３，０００

３０，０００縦超え ２，９４８，０００

別表第１７

　

耐震性以外の区分に係る確認料金

　　　　　　　　　

（単位：円、消費税込）

確認対象戸数（Ｍ） 料金の額（円）

戸建住宅（併用住宅を含む。） ４１，０００

共

　

同

　

住

　

宅

　

等

１０戸以下 ３１，０００十１７，０００× （Ｍ‐１）

１１戸以上

　

１００戸以下 １７５，０００十８，３００× （Ｍ‐１０）

１０１戸以上

　

２００戸以下 ８３２，０００十７，９００× （Ｍ‐１００）

２０１戸以上

　

３００戸以下 １，５２２，０００十７，５００Ｘ

　

ＱＶ１‐２００）

３０１戸以上

　

４００戸以下 ２，１７２，０００十５，６００× （Ｍ‐３００）

※

　

１，０００円未満の端数は切捨てです。
※

　

４０１戸以上は、 見積もりによります。



別表第１８

　

増改築又は既存に係る確認料金（単位：円、消費税込）

確認対象戸数

　　　　　　　

１

　　　　

料金の額（円）

戸建住宅（併用住宅を含む。）

　　　

１

　　　　　

７４，ｏｏｏ 別表第１８

　

増改築に係る確認料金（単位：円、消費税込）

確認対象戸数

　　　　　　　

１

　　　　

料金の額（円）

戸建住宅（併用住宅を含む。）

　　　　

１

　　　　　　

６６，０００

※

　

センターが確認に当たり調査等を必要とする場合は、追加料金が必要です。
※

　

共同住宅等は、見積もりによります。

※

　

上記の料金は、温熱環境に関する表示すべき事項を断熱等性能等級とした場合の料

金である。一次エネルギー消費量等級の場合は、１０，０００円追加する。
※

　

センターが確認に当たり調査等を必要とする場合は、追加料金が必要です。
※

　

共同住宅等は、 見積もり；こよります。


